
 

 

 

 

 

 

仮設トイレやその他の常設トイレの汲取りに当たって、千歳市の「し尿処理手数料」を改定します。 

令和７年４月１日以降の汲取分から適用となります。 
 

区    分 現在の手数料 改定後の手数料 

し尿処理手数料 

仮設トイレ ３７５円/25㍑ ４５０円/25㍑ 

その他 
 

※家庭・事業所等に常設されている汲取式のトイレ 
２５０円/25㍑ ３００円/25㍑ 

浄化槽汚泥処理手数料 ７５円/25㍑ 変更なし 

生活雑排水処理手数料 ７５円/25㍑ 変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和７年４月１日から 

 し尿処理手数料（仮設トイレ・その他）を改定します 

～算定の考え方～ 

 千歳市のし尿処理施設で処理するためにかかる費用（処理原価）と、現行

手数料との差を解消し、「受益者負担の適正化」を図ることを目的として、し

尿等を処理するためにかかる経費(処理原価)のうち、区分に応じて、一定の

割合を負担していただくこととしています。 
 
◆し尿（仮設トイレ）   処理原価の７５％相当を負担していただきます。 

◆し尿（その他）      処理原価の５０％相当を負担していただきます。 

◆浄化槽汚泥      処理原価の５０％相当を負担していただきます。 

◆生活雑排水      処理原価の５０％相当を負担していただきます。 

 

排出する方 

の負担 

７５％ 

～し尿（仮設トイレ）～ 

～し尿（その他トイレ）～ 

税負担 

２５％ 
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し尿を処理するため

にかかる費用 

に占める割合 

 
税負担 

５0％ 

排出する方 

の負担 

５０％ 

 
浄化槽汚泥 

生活雑排水 

 

税負担 

５0％ 

 

排出する方 

の負担 

５０％ 

～金額の算定方法～ 

過去６年間(平成２９年度～令和４年度)の処理原価の平均は、 

し尿：２４.102 円/ℓ、浄化槽汚泥・生活雑排水：６.641 円/ℓで、この金額

に上記の排出した方に負担していただく割合を乗じて算定しています。 

◆し尿(仮設トイレ)      １８円/ℓ 

◆し尿(その他)         １２円/ℓ 

◆浄化槽汚泥・生活雑排水  ３円/ℓ 

 

 ※令和２年度から令和４年度のし尿搬入量が新型コロナウイルス感染症の

影響により減少していたことから、平成２９年度から令和元年度の平均を補

正の値として処理原価を算定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

ご理解とご協力を願いします。 


